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産業建設課82ー1222・82ー1223・教育委員会82ー1230・保健センター82ー1557・地域包括支援センター82ー1116

  防災情報システムなどを用いた情報伝達訓練の実施

　地震・津波や武力攻撃などの発生時に備え、次のとおり情報伝達訓練を行い
ます。この訓練は、全国瞬時警報システム（Ｊアラート）を用いた訓練で、東
秩父村以外の地域でも様々な手段を用いて情報伝達訓練が行われます。
訓練実施日時    ５月１６日（水）午前１１時ごろ
訓練で行う放送試験　試験村内に設置してある防災情報システムから、一斉に、
次のように放送されます。
　①上り4音チャイム
　②「これはJアラートのテストです。」×3回
　③下り4音チャイム問合せ　
問合せ　総務課・防災担当 　８２－１２２１

�手芸教室を開催します�
　今回の手芸教室では、ラタンで籠を
作ります。
　世界でただひとつの籠を２回の講座
で完成させてみませんか？
　みなさんの参加をお待ちしています。
日　時　６月２日（土）
　　　　６月９日（土）
　　　　午前９時～１１時３０分まで
場　所　東秩父村コミュニティセンター
　　　　やまなみ「集会室」
講　師　馬場　　章　氏
参加費　５００円（材料代）
募集人数　村内在住または在勤の方10名
持ち物　タオル、お持ちの方はニッパー
申込み　５月１５日（火）までに教育
　　　　委員会へお申込みください。
問合せ　教育委員会　 ８２－１２３０

バンガローでダッチオーブン！
日　時　６月１６日（土）13:00
　　　　～６月１７日（日）14:00まで
場　所　埼玉県立小川げんきプラザ
対　象　小・中学生とその保護者
内　容　バンガローに泊まってダッチ
　　　　オーブン料理を楽しみます。
　　　　使い方のレクチャーから使用
　　　　後のメンテナンスまでを楽し
　　　　く学べます。
費　用　大人3,600円　
　　　　小・中学生3,100円
定　員　４０人
申　込　６月３日（日）まで電話等
問合せ　埼玉県立小川げんきプラザ
　　　　担当：内田　和秀
　 0493-72-2220  FAX0493-71-1043
　 e-mail：info@ogawagenki .com

 人権相談所を開設します
　家庭内のもめごと、近所とのいざこ
ざ、土地問題、金銭賃借、差別、こど
ものいじめ、その他日常生活でお困り
の方は、下記により人権相談所を開設
いたしますので、おでかけください。
　相談は無料で秘密厳守のうえ受け付
けています。
日　時　６月１日（金）
　　　　午前１０時～３時まで
場　所　役場１階　中会議室
相談を受ける人　人権擁護委員
問合せ　役場総務課　 ８２－１２２１

　　国民年金保険料学生納付特例制度のご案内
　国民年金は、２０歳以上であれば、学生も加入しなければなりません。
　しかし、学生の方は一般的に所得が少ないため、ご本人の所得が一定額以下
の場合、国民年金保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」があります。
　対象となる方は、学校教育法に規定する大学（大学院）、短期大学、高等学
校、高等専門学校、専修学校および各種学校（就業年限１年以上である過程）
に在学する学生等で、ご本人の前年所得が次の計算式で計算した金額以下であ
ることが条件です。
【所得のめやす】１１８万円＋{扶養親族等の数×３８万円}
　学生納付特例の承認期間は４月（または２０歳誕生月）から翌年３月までと
なりますが、承認を受けた次の年度も在学予定である場合は、４月初めに再申
請の用紙が届きます。
　引き続き、学生納付特例制度の申請をご希望の場合は、必要事項を記入の上、
ご返送ください。　　　役場住民福祉課　　８２－１２２６
　　　　　　　　　　　秩父年金事務所　　０４９４－２７－６５６０

　身体障害者の方に対する軽自動車税の減免について
　身体障害者（障害者と同一生計）の方は、障害の程度により軽自動車税の減

免を受けることができます。

　減免を受けようとする方は、納期限前７日（５月２５日）までに減免申請書

を役場税務課へ提出してください。なお、減免は１人につき１台の自動車に限

られています。普通自動車税の減免を受けている方は軽自動車税の減免は受け

られませんのでご注意ください。

　減免申請書を提出される方は、添付書類が必要となります。税務課までご連

絡ください。

�個人番号の記載および本人確認資料等の写しの添付が必要となります。

問合せ　税務課　 ８２－１２２４

  ５月は自動車税の納期です。忘れずに納めましょう！
　自動車税は車をお持ちの人にかかる県の税金です。５月３１日（木）の納期
限までに忘れずに納めてください。
　埼玉県の自動車税は金融機関・郵便局のほか、コンビニでも納められます。
また、パソコンなどを使えば、Webサイト「Yahoo！公金支払い」からクレジ
ットカードを利用して納めたり、インターネットバンキング等を利用してペイ
ジーで納めることもできます。ぜひご利用ください。
　納税通知書は、５月７日以降、お手元に届く予定です。
　また、自動車税を納期限までに納めていただくと、割引などの特典が受けら
れる自動車税「納めてプラス！」キャンペーンを実施しています。詳しくは
「埼玉県　納めてプラス」で検索してください。
　自動車税全般に関すること、住所変更・納付書紛失などの連絡、納税状況の
確認などについては、自動車税コールセンターにご連絡ください。
　自動車税収入額の一部は、「彩の国みどりの基金」に積み立て、県内のみど
りの保全や創出などに活用させていただいています。
 問合せ
・自動車税：自動車税コールセンター（　０５０－３７８６－１２２２）
・彩の国みどりの基金：県環境部みどり自然課（　０４８－８３０－３１４０）

国土交通省からの重要なお知らせ
★タカタ製エアバックリコール未改修
　車は、平成３０年５月から車検が通
　らなくなります！★
早急にリコール作業を受けてください！ 
まずは検査システムで措置対象かどう
かを確認！
・検索システムパソコン用ＵＲＬ
リコール情報検索アプリ　検索
  http://www.jaspa.or.jp/user/mycar/
  application/recallsearch.html

どこかで買う「タバコ」なら　タバコは「地元」で買いましょう


